
計 2.44倍

要
介
護

５ 2.10倍

４ 1.98倍

３ 2.28倍

２ 2.42倍

１

2.82倍

経過的

要介護

要
支
援

２

１

（出典：介護保険事業状況報告 月報）

H12.4とH24.4の比較
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15,800 

12,061 

4,174 

1,032 

4,754 

349 

7,348 

1,450 

11,365 

3,424 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介

護（痴呆対応型共同生活介

護）
地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護

訪問介護

（単位：億円）

（注）
・特定入所者介護サービス費

及び予防給付を含む。
・平成22年度は福島県の５町

１村を除く
・平成14年度は居宅介護(支援)

サービス区分別の数値を把握
していない保険者があるため
サービス種類別の計と一致
しない。

・平成１３年度までは訪問通所
サービスという形で集計
されており内訳は不明。

（資料）介護保険事業状況報告年
報

通所介護費用が
急増している。



46.3 
47.2 

49.5 

42.1 

56.0 

51.2 

大都市郊外Ａ団地

Ｂ市中心市街地

Ｃ町全域

買い物で不便や苦労がある世帯の割合

平成23年、農林水産政策研究所、食料品アクセス問題の現状と対応方向

41.7%
34.0%

19.7%
16.7%

15.0%
14.7%
14.2%

12.0%
10.9%

9.9%
8.8%
8.5%

7.5%
6.9%

5.5%
5.2%

4.4%
3.8%
3.8%
3.6%
3.6%
3.0%

家の中の修理、電球交換、部屋の模様替え

自治会活動

掃除

買い物

散歩・外出

食事の準備・調理・後始末

通院

ごみだし

薬をのむ・はる・ぬる

選択

つめきり

預貯金の出し入れ

家・庭の中の移動

体の向きをかえる・寝起き動作

入浴

洗髪

歯磨き、入れ歯の管理

排泄

着替え

職維持を食べる

公共料金の支払い

洗顔

平成23年度老健事業、１人暮らし高齢者・高齢者世帯の生活課題とその
支援方策に関する調査（みずほ総研）

8

高齢者の生活支援ニーズ
1人暮らし高齢者世帯が生活行動の中で困っていること
（愛知県居住で75歳以上の1人暮らし高齢者 n=379）

「困る」
「とても困る」と
回答した人の割合
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高齢者の消費者被害 【70歳以上の相談件数】

9

高齢者の権利擁護に関する課題
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10,000
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相談・通報件数
虐待判断件数

養護者による高齢者虐待

出典：高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査,厚生労働省

出典：独立行政法人国民生活センターホームページ公表数値
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養介護施設従事者等による高齢者虐待

○高齢者虐待や消費者被害が増加し、高齢者を取り巻く課題が複雑化している。



在宅医療・介護の推進に当たっての課題在宅医療・介護の推進に当たっての課題

39.2

19.4

33.7

38.6

14.2

29.7

12.2

3.5

43.0

43.0

7.7

5.2

5.1

39.3

18.9

38.3

42.4

13.9

29.7

9.4

3.2

49.9

39.4

9.8

3.5
4.5

0 10 20 30 40 50 60

業務多忙で、全員のケアプランを十分に作成…

利用者・家族の意見を十分に聞く時間がない

課題を抽出し、長期目標・短期目標をたてる…

利用者と家族の意見に違いがあり、調整が…

利用者や家族の意見と、ケアマネジャーの意…

必要なサービスが地域に不足している

サービス提供事業者を探すのに時間がかかる

事業所の併設サービス等をケアプランに入れ…

医師との連携が取りづらい

介護保険以外のインフォーマルなサービスが…

指導・監査を前提にしてサービスを調整して…

その他

無回答

医療系

（N=572)
介護系

（N=1242)

○ 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者が増加していく（図１）。
○ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく（図２）。

○ 在宅医療・介護を推進するには、地域における医療・介護の関係機関の連携が重要であるが、現状では、訪問診
療を提供している医療機関の数も十分とは言えず（図３）、また、連携も十分には取れていない（図４）。
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（％）
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世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合

（図２）世帯数（図１）「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者の数と
65歳以上高齢者に占める割合

（世帯）
（％）

国立社会保障・人口問題研究所、2013(平成25)年1月推計の「日本の世帯数の将来推計（全国推計」

箇所 対全数の割
合（％）

病院 2,407 28.0

診療所 19,950 20.0

訪問看護ステーション 5,815 －

病院、診療所：厚生労働省「医療施設調査（静態）」（平成23年）
訪問看護ステーション：介護給付費実態調査（平成23 年）

（図３）訪問診療を実施している医療機関

「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の実態に関する調査報告書」（平成21年度老人保健健康増進等事業）

（図４）ケアマネジャーが困難に感じる点

在宅医療・介護の連携における課題
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ケアマネ事業所で従事しているケアマネジャーの保有資格

Ｈ１５ Ｈ１７ Ｈ１９ Ｈ２１ Ｈ２３

ケアマネジャーの保有資格

○ ケアマネジャーの保有資格については、看護師等の医療系資格の保有者が減少し、介護福
祉士等の介護系資格保有者の比率が高まっている。
○ 直近の試験での合格者の多くは、介護福祉士等の介護系資格保有者であり、看護師等の医
療系資格保有者は少ない。

11
資料出所： 株式会社三菱総合研究所 「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員

業務の実態に関する調査報告書」 （平成２３年度老人保健健康増進等事業） 資料出所：老健局振興課調べ

注：同一の者が複数の資格を保有している場合、それぞ
れの資格ごとに１人とカウントしている。

看護士・准

看護師
9%

社会福祉士
10%

介護福祉士
66%

介護等業務従

事者

14%

その他
1%

平成24年度介護支援専門員実務研修受講

試験の合格者の保有資格

ケアマネジャーの保有資格



地域包括支援センターの設置状況

○ 地域包括支援センターはすべての保険者に設置されており、全国に4,３２８カ所
○ ブランチ・サブセンターを合わせると設置数は７,０７２カ所となる。
○ 前年比で、センターは１０４カ所増え、ブランチ・サブセンターが205カ所減ったため、全体で

１０１カ所減少
○ 地域包括支援センターの設置主体は、直営が約３割、委託が約７割で、委託が増加している。

地域包括センター設置数 ４,３２８か所

ブランチ設置数 ２,３９１か所

サブセンター設置数 ３５３か所

センター・ブランチ・サブセンター
合計

７,０７２か所

◎地域包括支援センターの設置数

平成２４年度老健事業「地域包括支援センターにおける業務実態に関する調査研究事業報告書」（平成2４年４月現在）

直営
29.9

委託
70.3

◎委託割合（％）

社会福祉

法人
53.3

%

社会福祉

協議会
19%

医療法人
16%

社団法人
3%

財団法人
2%

株式会社
2%

ＮＰＯ法

人
1%

その他
2%

無回答
1%

◎委託法人の構成割合
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1.7%

25.9%

7.9%

9.3%

17.5%

21.9%

15.8%

その他

地域におけるネットワーク構築

指定介護予防支援業務

介護予防ケアマネジメント業務

包括的・継続的ケアマネジメント

業務

権利擁護業務

総合相談支援業務

職員の力量不足と感じる業務（複数回答）

29.8%

5.3%

21.0%

28.1%

13.7%

2.2%

医療機関

介護保険サービス事業所

障害福祉サービス事業所

地域のインフォーマルサービス

公的機関

その他

地域包括支援センターが抱える課題のうち
「連携が十分でない」と回答した関係機関（複数回答）

地域包括支援センターにおける相談支援状況

○高齢者の自立支援の観点から、地域支援ネットワークを活用したケアマネ支援を実施しているセンターは
半数に留まっている

○地域包括支援センターの約2割は、医療や地域のインフォーマルサービスとの連携に課題を抱えている
○地域包括支援センターの２割以上が、地域のネットワーク構築や権利擁護業務に、職員の力量不足を認識

支援してい

る, 54.8
支援してい

ない, 42.9

無回答2.2

自立支援の観点から地域ネットワークを
生かしたケアマネ支援

出典：平成23年度、地域包括支援センターの業務実態に関する調査研究 (三菱総研）

出典：平成24年度、地域包括支援センターの業務実態に関する調査研究(三菱総研） 13
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「地域包括ケア」に係る理念規定の創設

介護保険法 第5条第3項 （平成23年6月改正、24年4月施行）

国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域で

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給

付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態

等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため

の施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医

療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進する

よう努めなければならない。


